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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービング基地局からターゲット基地局への、飛行機内に配置された２以上のモデムの
同時ハンドオーバ手続きを管理するためのハンドオーバ管理コンポーネントによって実行
される方法であって、ここにおいて、前記２以上のモデムが、ビームフォーミングコンポ
ーネントとアンテナシステムを共有し、およびＲＲＣワイヤレスプロトコルをインプリメ
ントし、前記方法が、
　前記２以上のモデムのうちの少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの
測定レポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信することと、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデムを前記サービング基
地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするかどうかを決定することと、
　を備え、
　前記方法が、
　前記２以上のモデムを前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバ
すると決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へのそれぞれのハン
ドオーバ手続きをトリガするように構成された測定レポートを前記サービング基地局へ送
信することを前記２以上のモデムの各々に示すこと、
　を備えることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデムを前記サービング基
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地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするかどうかを決定することは、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデム内のある数のモデム
がハンドオーバ状態にあると決定することと、
　前記モデムの数がしきい値を超えるとき、前記２以上のモデムを前記サービング基地局
から前記ターゲット基地局へハンドオーバすることを決定することと、
　を備える、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定レポートを
前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々に示すことは、
　モデムがハンドオーバ状態にあることを前記モデムの第１の測定レポートが示すとき、
前記第１の測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記モデムへ示すこと
と、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
が示すとき、前記サービング基地局へ第２の測定レポートを送信することを前記モデムに
示すことと、ここにおいて、前記第２の測定レポートは、前記サービング基地局から前記
ターゲット基地局への前記モデムのハンドオーバ手続きをトリガするように構成される、
　を備える、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
が示すとき、前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定
レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々に示すこと
は、
　前記第２の測定レポートを前記モデムへ送信すること
　をさらに備える、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの測定レポートを示す前記少なくとも１つのメッセージを受信する
ことは、
　モデムから第１の測定レポートを受信すること、または、
　前記モデムがハンドオーバ状態にあるという表示を受信すること
　の少なくとも１つを備える、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記２以上のモデムの第１のモデムから、前記第１のモデムが前記測定レポートを前記
サービング基地局に送信することに応答して、前記第１のモデムが前記サービング基地局
から無線リソース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージを受信したことを示す信号を受信する
ことと、
　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局への前記２以上
のモデムのハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定することと、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局への前記２以上のモデムの前記ハンド
オーバ手続きを開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基
地局へのそれぞれのハンドオーバ手続きを実行することを開始することを前記２以上のモ
デムの各々に示すことと、
　をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局への前記２以上
のモデムの前記ハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定することは、
　前記信号を受信すると、タイマを開始することと、
　前記タイマが満了すると、あるいは前記２またはモデム内の各モデムから、前記サービ
ング基地局へそれぞれの測定レポートを送信することに応答して、各モデムが前記サービ
ング基地局からそれぞれのＲＲＣ再構成メッセージを受信したことを示すアクノレジメン
ト信号を受信すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局への前記２以上の
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モデムの前記ハンドオーバ手続きを開始することを決定することと、
　をさらに備える、請求項６の方法。
【請求項８】
　前記ハンドオーバ手続きの各々は、
　ランダムアクセス手続きと、
　ＲＲＣ接続セットアップ手続きと、
　を備える、請求項６の方法。
【請求項９】
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局への前記２以上のモデムの前記ハンド
オーバ手続きを開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基
地局へビームをステアリングすることを前記飛行機の前記アンテナシステムに通知するこ
とをさらに備える、請求項６の方法。
【請求項１０】
　サービング基地局からターゲット基地局への、飛行機内に配置された２以上のモデムの
同時ハンドオーバ手続きを管理するためのハンドオーバ管理コンポーネントであって、こ
こにおいて、前記２以上のモデムが、ビームフォーミングコンポーネントとアンテナシス
テムを共有し、およびＲＲＣワイヤレスプロトコルをインプリメントし、前記ハンドオー
バ管理コンポーネントが、
　前記２以上のモデムのうちの少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの
測定レポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信する手段と、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデムを前記サービング基
地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするかどうかを決定する手段と、
　を備え、
　前記２以上のモデムを前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバ
すると決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へのそれぞれのハン
ドオーバ手続きをトリガするように構成された測定レポートを前記サービング基地局へ送
信することを前記２以上のモデムの各々に示す手段、
　を備えることを特徴とする、ハンドオーバ管理コンポーネント。
【請求項１１】
　プロセッサによって実行可能なコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プロセッサに
、請求項１～請求項９のうちのいずれか一項に記載の方法を実行させるコードを備える、
コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本願は、「空対地無線通信におけるハンドオーバ管理」と題され、２０１４年７
月１１に出願された仮出願14／３２９，４３７号に対する優先権を主張し、譲受人に譲受
され、参照によって本明細書に明確に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]本開示は一般的に無線通信に関し、特に、空対地無線通信のハンドオーバ管理に
関する。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている
。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域幅、
送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続技術を用い得る。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）
システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）シス
テム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多
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元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤ
ＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、地球
規模ですら通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信
標準において採用されてきた。台頭してきた電気通信標準の例は、ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ（登録商標））によって公表されたユニバーサルモバイル電気通信システ
ム（ＵＭＴＳ）のモバイル標準の拡張セットである。それは、スペクトル効率を改善する
ことによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コ
ストを下げ、サービスを改善し、新たなスペクトルを利用し、ダウンリンク（ＤＬ）上に
おいてＯＦＤＭＡを、アップリンク（ＵＬ）上においてＳＣ－ＦＤＭＡを、および多入力
多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して、他のオープン標準とより良く統合するよう
設計される。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続け
るにつれ、ＬＴＥ技術におけるさらなる改善の必要性が存在する。望ましくは、これらの
改善は、これらの技術を用いる他の多元アクセス技術および電気通信標準に適用可能であ
るべきである。
【０００５】
　[0005]最近、地上の基地局と航空機上の多数のモデムとの間の無線通信をサポートする
ためにいくつかの通信システムが開発された。しかしながら、航空機上のいくつかのモデ
ムがハンドオーバ状態にあるとき、航空機のアンテナシステムのビームフォーミングコン
ポーネントと地上基地局のビームフォーミングコンポーネントが複数のモデムを支援(fac
ilitate)し、ハンドオーバ手続を進めることは困難である可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]　以下は、１つまたは複数の態様の基本的な理解を提供するために、そのような
態様の簡略化された概要を示す。この概要は、全ての考慮された態様の広範な概観ではな
く、全ての態様の鍵となる要素または重要な要素を識別することも、任意の態様または全
ての態様の範囲を叙述することも意図されない。その唯一の目的は、１つまたは複数の態
様のいくつかの概念を、後に提示されるより詳細な説明への前置きとして、簡潔なかたち
で提示することである。
【０００７】
　[0007]１つの態様において、本開示は、サービング基地局からターゲット基地局への２
以上のモデムのハンドオーバ手続を管理する方法を提供する。方法は、２以上のモデムの
少なくとも１つのモデムから複数の無線条件の少なくとも１つの測定レポートを示す少な
くとも１つのメッセージを受信することと、少なくとも１つのメッセージに基づいて、サ
ービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決
定することと、およびサービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンド
オーバすることを決定すると、サービング基地局からターゲット基地局へそれぞれのハン
ドオーバ手続をトリガするように構成された測定レポートをサービング基地局に送信する
ことを２以上のモデムの各々に示すことを含む。
【０００８】
　[0008]他の態様において、本開示は、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上
のモデムのハンドオーバ手続を管理する装置を提供する。装置は、２以上のモデムの少な
くとも１つのモデムから複数の無線状態の少なくとも１つの測定レポートを示す少なくと
も１つのメッセージを受信するように構成されたハンドオーバ管理コンポーネントと、お
よび少なくとも１つのメッセージに基づいて、サービング基地局からターゲット基地局へ
２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決定するように構成されたハンドオーバ決
定コンポーネントを含む。ここにおいて、ハンドオーバ決定コンポーネントはさらに、サ
ービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバすることを決定す
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ると、サービング基地局からターゲット基地局へそれぞれのハンドオーバ手続をトリガす
るように構成された測定レポートをサービング基地局へ送信することを２以上のモデムの
各々に示すように構成される。
【０００９】
　[0009]さらなる態様において、本開示は、２以上のモデムの少なくとも１つのモデムか
ら複数の無線状態の少なくとも１つの測定レポートを示す少なくとも１つのメッセージを
受信する手段と、少なくとも１つのメッセージに基づいて、サービング基地局からターゲ
ット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバすべきかどうかを決定する手段と、およびサ
ービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバすることを決定す
ると、サービング基地局からターゲット基地局へのそれぞれのハンドオーバ手続きをトリ
ガするように構成された測定レポートをサービング基地局へ送信することを２以上のモデ
ムの各々に示す手段を含む、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムの
ハンドオーバ手続を管理する装置を提供する。
【００１０】
　[0010]さらに、他の態様において、本開示は、サービング基地局からターゲット基地局
へ２以上のモデムのハンドオーバ手続を管理するためのプロセッサにより実行可能な非一
時的コンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ可読媒体は、２以上のモデムの少な
くとも１つのモデムから複数の無線状態の少なくとも１つの測定レポートを示す少なくと
も１つのメッセージを受信するためのコードと、少なくとも１つのメッセージに基づいて
、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバすべきかどう
かを決定するためのコードと、およびサービング基地局からターゲット基地局へ２以上の
モデムをハンドオーバすると決定すると、サービング基地局からターゲット基地局へのそ
れぞれのハンドオーバ手続をトリガするように構成された測定レポートをサービング基地
局へ送信することを２以上のモデムの各々に示すためのコードを含む。
【００１１】
　[0011]本開示のこれらの態様および他の態様は、以下に続く詳細な説明を検討すること
により、完全に理解されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　[0012]開示される態様は、開示される態様を限定するのではなく例示するよう提供され
る、添付図面と併せて本明細書の以下において説明され、同様の表記は同様の要素を表す
。
【図１】[0013]図１は、いくつかの本態様に従う空対地（ＡＧ）無線通信システムの一例
を示す図である。
【図２】[0014]図２は、いくつかの本態様に従う無線通信のためのネットワークアーキテ
クチャの一例を示す図である。
【図３】[0015]図３はいくつかの態様における例示的ハンドオーバ手続を図示する。
【図４】[0015]図４はいくつかの態様における例示的ハンドオーバ手続を図示する。
【図５】[0016]図５は、図１のネットワークアーキテクチャの態様における無線通信の方
法のフローチャートである。
【図６】[0016]図６は、図１のネットワークアーキテクチャの態様における無線通信の方
法のフローチャートである。
【図７】[0016]図７は、図１のネットワークアーキテクチャの態様における無線通信の方
法のフローチャートである。
【図８】[0016]図８は、図１のネットワークアーキテクチャの態様における無線通信の方
法のフローチャートである。
【図９】[0016]図９は、図１のネットワークアーキテクチャの態様における無線通信の方
法のフローチャートである。
【図１０】[0017]図10は、図１のネットワークアーキテクチャの態様を含むアクセスネッ
トワークの例を例示する図である。
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【図１１】[0018]図１１は、図１のネットワークアーキテクチャの態様におけるＬＴＥの
ＤＬフレーム構造の一例を例示する図である。
【図１２】[0019]図１２は、図１のネットワークアーキテクチャの態様において、ＬＴＥ
内のＵＬフレーム構造の一例を例示する図である。
【図１３】[0020]図１３は、図１のネットワークアーキテクチャの態様においてユーザプ
レーンと制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を例示する図である
。
【図１４】[0021]図１４は、図１のネットワークアーキテクチャの態様において、アクセ
スネットワーク内の進化したノードＢとユーザ機器の一例を例示する図である。
【図１５】[0022]図15は、図１のネットワークアーキテクチャの態様を含む処理システム
を採用する装置のためのハードウエアインプリメンテーションの一例を例示する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　[0023]添付の図面に関連して、下記に示される詳細な説明は、様々な構成の説明を意図
したものであり、およびここに記載された概念が実施され得る構成のみを表すことを意図
するものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供することを目的とした
特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実現され
うることが当業者には明らかになるであろう。いくつかの例では、そのような概念をあい
まいにすることを避けるために、周知のコンポーネントはブロック図の形態で示される。
【００１４】
　[0024]ここに使用されるように、空対地（ＡＧ）無線通信システムは、地上のデバイス
（例えば、地上基地局）と、航空機のような空中のビークル上のデバイス（例えば、モデ
ム）との間の無線通信を提供する。
【００１５】
　[0025]ここに使用されるように、AirCardは飛行中のビークル上にインストールされる
デバイスであり、飛行中のビークルにブロードバンド接続性サービスを提供するためにＡ
Ｇ無線通信システム内の地上基地局と通信する１つ以上のモデムを含む。
【００１６】
　[0026]本開示のいくつかの態様は、航空機へのブロードバンド接続性サービスのための
ハンドオーバ管理を提供する。いくつかの態様において、例えば、いつでも、シングルビ
ームは、地上基地局から航空機へ、および航空機のアンテナシステムから地上基地局へ提
供されるので、航空機上のすべてのモデムは、ターゲット地上基地局への同時ハンドオー
バを実行する必要の可能性がある。したがって、いくつかの態様において、航空機上の複
数のモデムのハンドオーバを同期させるハンドオーバマネージャが提供される。
【００１７】
　[0027]本開示は、任意の無線アクセス技術（ＲＡＴ）に従ってインプリメントされるこ
とができる。しかしながら、ロングタームイボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを参照して
ここに幾つかの限定しない例示的態様が記載される。
【００１８】
　[0028]図１を参照すると、ＡＧ無線通信システム１００は航空機１０４に対するブロー
ドバンド接続性サービスのためのハンドオーバ管理を提供するように構成されたハンドオ
ーバ管理コンポーネント１０２を含む態様を有して例示される。例えば、いくつかの態様
において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、サービングＡＧ基地局１１０から
ターゲットＡＧ基地局１１２へのハンドオーバを管理するために航空機１０４内にインス
トールされたAirCard１０８内の複数のモデムと通信することができる。いくつかの態様
において、ここで使用される「コンポーネント」という用語は、システムを構成するパー
ツのうちの１つであり得、またハードウェアまたはソフトウェアであり得、そして他のコ
ンポーネントへ分割され得る。
【００１９】
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　[0029]いくつかの態様において、例えば、同一周波数バンド（例えば、衛星オペレーシ
ョン）を使用する他のＲＡＴｓにおける共存する通信への干渉を管理しながら、航空機１
０４へのあるＲＡＴにおけるブロードバンド接続性を提供するために、サービングＡＧ基
地局１１０および／またはターゲットＡＧ基地局１１２は航空機１０４の方向に向けて高
いアンテナ利得を有する狭いペンシルビームを形成するために大型のアンテナアレイを用
いるビームフォーミングを実行することができる。例えば、サービングＡＧ基地局１１０
はデータ送信を容易にするためにサービングビーム１１６を生成することができ、および
、ハンドオーバ手続の後、ターゲットＡＧ基地局１１２はデータ送信を容易にするために
ターゲットビーム１１８を生成することができる。これらの態様において、例えば、航空
機１０４はアンテナシステム１１４を含む、それは、複数のアンテナエレメントを用いる
ビームフォーミングを実行することができる。例えば、いくつかの態様において、アンテ
ナシステム１１４はサービングＡＧ基地局１１０と通信するためにモデム１０６により使
用されるビーム１１７を生成することができる。これらの態様において、ハンドオーバ手
続の間、ビーム１１７はターゲットＡＧ基地局１１２への無線接続を確立するためにター
ゲットＡＧ基地局１１２の方向へステアリングすることができる。
【００２０】
　[0030]いくつかの態様において、航空機１０４にインストールされたAirCard１０８は
、ブロードバンド接続性帯域幅を提供するために異なるキャリア上で動作することができ
る任意の数のモデム１０６を含むことができる。いくつかの態様において、例えば、AirC
ard１０８の各モデム１０６は他のモデム１０６と独立して動作することができる。すな
わち、AirCard１０８の異なる複数のモデム１０６は１以上のキャリア周波数上でサービ
ングＡＧ基地局１１０と独立して通信することができる。１つの限定しない例示態様にお
いて、AirCard１０８は５つのモデム１０６を含むことができ、各々は、ブロードバンド
接続性のための２０ＭＨｚ帯域幅を提供する。したがって、そのような例示AirCard１０
８は合計１００ＭＨｚの帯域幅を提供することができる。いくつかの限定しない例示態様
において、航空機１０４は２以上のAirCards１０８をインストールされることができる。
しかしながら、これらの態様において、サービングＡＧ基地局１１０は、航空機１０４の
方へ方向づけられた１つのビーム、例えば、ビーム１１６を用いて複数の異なるAirCards
１０８の異なる複数のモデム１０６をサービスすることができる。同様に、これらの態様
において、航空機１０４のアンテナシステム１１４は、サービングＡＧ基地局１１０へ方
向づけられた１つのビーム、例えば、ビーム１１７を用いて異なる複数のAirCards１０８
の複数の異なるモデム１０６にサービスすることができる。
【００２１】
　[0031]いくつかの態様において、例えば、ターゲットＡＧ基地局１１２についての無線
状態およびアドミッション制限(admission limits)における差異により、サービングＡＧ
基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へのハンドオーバをトリガするために、航
空機１０４上の異なるモデム１０６がハンドオーバ状態にあることができる。一般的に、
複数の異なるモデム１０６の複数のハンドオーバ手続は異なる時間にトリガされることが
でき、それは、サービングＡＧ基地局１１０のビームフォーミングコンポーネントが、サ
ービングビーム１１６を提供することをいつ停止すべきかを決定することを困難にさせる
可能性がある。同様に、複数の異なるモデム１０６のハンドオーバ手続が複数の異なる時
間にトリガされると、ターゲットＡＧ基地局１１２のビームフォーミングコンポーネント
が、航空機１０４にサービスするためにターゲットビーム１１８を提供することをいつ開
始するかを決定することが困難になる可能性がある。さらに、複数の異なるモデム１０６
の複数のハンドオーバ手続きが複数の異なる時間にトリガされると、航空機１０４のアン
テナシステム１１４のビームフォーミングコンポーネントがサービングＡＧ基地局１１０
からターゲットＡＧ基地局１１２へいつビームをステアリングするかを決定することが困
難である可能性がある。
【００２２】
　[0032]しかしながら、いくつかの本態様によれば、AirCard１０４は上で示した懸案事
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項を解決するために、AirCard１０４の複数のモデム１０６に関する複数のハンドオーバ
手続を管理するハンドオーバ管理コンポーネント１０２を含む。例えば、１つの態様にお
いて、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２はサービングＡＧ基地局１１０からターゲ
ット基地局１１２へのすべてのモデム１０６のハンドオーバを同期させるために複数のモ
デム１０６と通信することができる。このため、ハンドオーバ手続の期間、航空機１０４
のアンテナシステム１１２はビーム１１７をステアリングすることができる。それは、サ
ービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へ、サービングＡＧ基地局１
１０またはターゲット基地局１１２のそれぞれ１つと通信するためにすべてのモデム１０
６により使用される。さらに、ハンドオーバ手続の後、サービングＡＧ基地局１１０はビ
ーム、たとえば、サービングビーム１１６を供給することを停止することができ、そして
その間に、ターゲットＡＧ基地局１１２は航空機１０４内のモデム１０６にサービスする
ために新しい単一の狭いビーム、例えば、ターゲットビーム１１８を生成する。
【００２３】
　[0033]いくつかの本態様において、ＡＧ無線通信システム１００は、図２を参照してこ
こに例示されるように、ロングタームイボリューション（ＬＴＥ）無線アクセス技術（Ｒ
ＡＴ）に基づいて航空機１０４へブロードバンド接続性サービスを提供する。図２におい
て、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ２００は、発展型パケットシステム（ＥＰＳ）２
００と呼ばれることができるＬＴＥネットワークアーキテクチャ２００が例示される。Ｅ
ＰＳ２００は、航空機１０４（図示せず）にインストールされるAirCard108（図示せず）
内の多数のモデム１０６のハンドオーバを管理するハンドオーバ管理コンポーネント１０
２を含む。ＥＰＳ２００は、さらに、発展型ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（Ｅ
－ＵＴＲＡＮ）204、発展型パケットコア（ＥＰＣ）210、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）
２２０、およびオペレータのＩＰサービス２２２を含み得る。ＥＰＳは、他の複数のアク
セスネットワークと相互接続することができるが、簡潔化のために、それらのエンティテ
ィ／インターフェースは、示されていない。しかしながら、図示するように、ＥＰＳは、
パケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に理解するように、本開示全体を通じ
て提示される様々な概念は、回路交換サービスを提供する複数のネットワークに拡張され
得る。さらに、この開示の態様は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャに関して提示され
るが、同じまたは類似の態様が他のタイプの複数のネットワークに拡張されることができ
る。
【００２４】
　[0034]Ｅ－ＵＴＲＡＮはモデム１０６にサービスするサービングＡＧ基地局１１０の例
であり得る発展型ノードＢ（ｅＮＢ）を含む。Ｅ－ＵＴＲＡＮはまたモデム１０６のハン
ドオーバに関するターゲット基地局であり得るターゲットＡＧ基地局１１２の例であり得
る他の複数のｅＮＢｓ２０８を含む。ｅＮＢ２０６はモデム１０６に向けたユーザプレー
ンおよび制御プレーンプロトコルターミネーションを提供することができる。ｅＮＢ２０
６は、バックホール（例えば、Ｘ２インタフェース）を介して他の複数のｅＮＢｓ２０８
、例えば、ターゲットＡＧ基地局１１２に接続されることができる。ｅＮＢ２０６と他の
複数のｅＮＢｓ２０８はまた基地局、ベーストランシーバステーション、無線基地局、無
線トランシーバ、トランシーバ機能、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービ
スセット（ＥＳＳ）、またはその他の適切な用語でも呼ばれることができる。ｅＮＢ206
は、モデム１０６のためにＥＰＣ210へのアクセスポイントを提供することができる。い
くつかの態様において、例えば、モデム１０６の限定されない例は、セルラ電話、スマー
トフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、映像デバイス、デ
ジタルオーディオプレイヤ（例えば、ＭＰ３プレイヤ）、カメラ、ゲーム機器、または任
意の他の同様の機能を有するデバイスを含む。モデム106はまた、当業者によって、移動
局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット
、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モ
バイル加入者局、ユーザ機器、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット
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、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切
な用語で称され得る。
【００２５】
　[0035]ｅＮＢ206は、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ210に接続される。ＥＰＣ21
0は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）212、他のＭＭＥｓ214、サービングゲート
ウェイ216、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ218を含む。ＭＭ
Ｅ212は、モデム106とＥＰＣ210との間のシグナリングを処理する制御ノードである。一
般に、ＭＭＥ212は、ベアラ(bearer)および接続管理を提供する。すべてのユーザＩＰパ
ケットは、サービングゲートウェイ216を通じて転送されることができ、それ自体は、Ｐ
ＤＮゲートウェイ218に接続される。ＰＤＮゲートウェイ218は、ＵＥ ＩＰアドレスの割
り当て、ならびに他の機能を提供することができる。ＰＤＮゲートウェイ218は、オペレ
ータのＩＰサービス222に接続される。オペレータのＩＰサービス222は、インターネット
、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、およびＰＳストリーミ
ングサービス（ＰＳＳ）を含み得る。
【００２６】
　[0036]いくつかの態様において、モデム１０６は、第１の測定レポート２３２を決定す
るためにモデム１０６とｅＮＢ２０６および／または他のｅＮＢｓ２０８との間の無線通
信チャネルに関連した無線状態の測定を行うハンドオーバコンポーネント２４４を含むこ
とができる。いくつかの態様において、例えば、AirCard108（図１参照）の幾つかのある
いはすべてのモデム１０６はそれぞれのモデム１０６により使用中のそれぞれの無線通信
チャネルに関連した無線状態のそれぞれの測定を行う別個の複数のハンドオーバコンポー
ネント２４４を含む。
【００２７】
　[0037]次に、モデム１０６および／またはハンドオーバ２４４は第１の測定レポート２
３２をハンドオーバ管理コンポーネント１０２に送信する。いくつかの代替あるいは追加
の態様において、第１の測定レポート２３２をハンドオーバ管理コンポーネント１０２に
送信する代わりにあるいはそれに加えて、モデム１０６および／またはハンドオーバコン
ポーネント２４４は、モデムがハンドオーバ状態にあることをそのような測定が示すとき
、第１の測定レポート２３２を示す第１の測定レポート表示２３４をハンドオーバ管理コ
ンポーネント１０２に送信することができる。ここに使用されるように、ハンドオーバ状
態は、モデム１０６がｅＮＢ２０６から他の複数のｅＮＢｓ２０８の１つへハンドオーバ
される必要がある状態に言及する。例えば、いくつかの態様において、モデム１０６は第
１の測定レポート２３２で報告されたサービングｅＮＢとターゲットｅＮＢの無線状態が
それぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足するときハンドオーバ状態にある。いくつ
かの態様において、例えば、第１の測定レポート表示２３４はまた第１の測定レポート２
３２を含むことができる。
【００２８】
　[0038]いくつかの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、航空機１
０４（図１参照）にインストールされたAirCard108（図１参照）の２以上のモデム１０６
からそれぞれの第１測定レポート２３２および／または第１の測定レポート表示２３４を
受信し記憶する。
【００２９】
　[0039]次に、複数のモデム１０６から受信した複数の第１の測定レポート２３２および
／または複数の第１の測定レポート表示２３４に基づいて、ハンドオーバ管理コンポーネ
ント１０２および／またはハンドオーバ管理コンポーネント１０２のハンドオーバ決定コ
ンポーネント２３０は、ｅＮＢ２０６から他のｅＮＢ２０８へモデム１０６のハンドオー
バをトリガするためにｅＮＢ２０６へ測定レポートをモデム１０６が送信すべきであると
決定することができる。例えば、いくつかの態様において、複数の無線状態がそれぞれの
ハンドオーバトリガしきい値を満足する多数のモデム１０６（例えば、２以上のモデム１
０６）があることを、モデム１０６から受信した第１の測定レポートおよび／または第１
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の測定レポート表示２３４が示すなら、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／
またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は、ｅＮＢ２０６から他のｅＮＢ２０８、
例えば、ターゲットｅＮＢへのモデム１０６のハンドオーバをトリガするために各モデム
が測定レポートをｅＮＢ２０６、例えば、サービングｅＮＢへ送信すると決定することが
できる。
【００３０】
　[0040]次に、いくつかの態様において、例えば、ハンドオーバ管理コンポーネント１０
２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は、ｅＮＢ２０６から他のｅＮ
Ｂ２０８へ航空機１０４（図１参照）のAirCard108（図１参照）の複数のモデム１０６の
ハンドオーバをトリガするためにすべてのモデム１０６が測定レポートをサービングｅＮ
Ｂ２０６へ送信することを示すメッセージを航空機１０４（図１参照）のAirCard108（図
１参照）のすべてのモデム１０６に送信する。
【００３１】
　[0041]いくつかの態様において、例えば、それぞれの第１の測定レポート２３２に対応
する無線状態がそれぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足するとき、ハンドオーバ管
理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は、ｅｎ
Ｂ２０６にそれぞれの第１のレポート２３２を送信することを示す。
【００３２】
　[0042]いくつかの代替態様において、例えば、それぞれのモデム１０６の第１の測定レ
ポート２３２に対応する複数の無線状態がそれぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足
しないとき、ｅＮＢ２０６から他のｅＮＢ２０８へそのようなモデム１０６のハンドオー
バをトリガするために、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオ
ーバ決定コンポーネント２３０は、第１の測定レポート２３２とは異なる第２の測定レポ
ート２３６を送信することをそのようなモデム１０６に示すことができる。言い換えれば
、第２の測定レポート２３６はそれぞれのモデム１０６における無線状態を正確に反映す
ることはできないかもしれないが、複数のモデム１０６（例えば、少なくとも１つのモデ
ムがハンドオーバ状態を経験しているとき）によりハンドオーバの同期を達成するために
ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント
２３０はそれぞれのモデム１０６に第２の測定レポート２３６を送信させることができる
。
【００３３】
　[0043]次に、第１の測定レポート２３２または第２の測定レポート２３６を受信すると
、ｅＮＢ２０６はＬＴＥ標準に規定されたハンドオーバ準備を実行する。例えば、いくつ
かの態様において、ｅＮＢ２０６は無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージ２
４６をそれぞれのモデム１０６に送信する。
【００３４】
　[0044]次に、モデム１０６および／またはハンドオーバコンポーネント２４４は、ＲＲ
Ｃ再構成メッセージ２４６の受信を示すために、ＲＲＣ再構成表示２４０、例えば、アク
ノレジメント信号をハンドオーバ管理コンポーネント１０２に送信する。
【００３５】
　[0045]ＲＲＣ再構成表示２４０に基づいて、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２お
よび／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８はそのモデム１０６に関するラ
ンダムアクセス手続きを開始することを決定する。例えば、いくつかの態様において、航
空機１０４（図１参照）のAirCard104（図１参照）のモデム１０６からＲＲＣ再構成表示
２４０を受信すると、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオー
バ手続開始コンポーネント２３８は、ｅＮＢ２０６から他のｅＮＢ２０８へビーム１１７
（図１参照）をステアリングすることをアンテナシステム１１４（図１参照）に通知し、
次に、航空機（図１参照）のAirCard 104（図１参照）の複数のモデム１０６の各々にそ
れぞれのランダムアクセス手続きを開始させる。
【００３６】
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　[0046]図３および４は、いくつかの本態様に従って、図１のＡＧ無線通信システム１０
０において、（または、いくつかの態様において、図２の発展型パケットシステム２００
内において）図１のサービングＡＧ基地局１１０（またはいくつかの態様において、図２
のｅＮＢ２０６）から図１のターゲットＡＧ基地局１１２（または、いくつかの例示態様
において図２の他の複数のeNBs208の１つ）へのモデム１０６のハンドオーバのための例
示ハンドオーバ手続を例示する。
【００３７】
　[0047]図３を参照すると、ハンドオーバ手続３００において、モデム１０６はモデム１
０６とサービングＡＧ基地局１１０および／またはターゲットＡＧ基地局１１２との間の
無線通信チャネルに関連した無線状態の測定３０２を実行する。いくつかの態様において
、例えば、AirCard108（図１参照）のいくつかのまたはすべてのモデム１０６はそれぞれ
の無線通信チャネルに関連した無線状態のそれぞれの測定を実行する。
【００３８】
　[0048]次に、モデム１０６は実行された測定３０２の第１の測定レポート３０４をハン
ドオーバ管理コンポーネント１０２に送信する。いくつかの代替または追加の態様におい
て、モデム１０６は実行された測定３０２の第１の測定レポート表示３０６をハンドオー
バ管理コンポーネント１０２に送信することができる。例えば、いくつかの態様において
、モデム１０６がハンドオーバ状態にある、すなわち、モデム１０６がサービングＡＧ基
地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へハンドオーバされる必要があることをその
ような測定が示すとき、モデム１０６は、実行された測定３０２の第１の測定レポート表
示３０６をハンドオーバ管理コンポーネント１０２に送信することができる。例えば、い
くつかの態様において、第１の測定レポート３０４におけるサービングＡＧ基地局１１０
とターゲットＡＧ基地局１１２の無線状態がそれぞれのハンドオーバトリガしきい値を満
足するとき、モデム１０６はハンドオーバ状態にある。いくつかの態様において、例えば
、第１の測定レポート表示３０６はまた、実行された測定３０２の第１の測定レポート３
０４を含むことができる。
【００３９】
　[0049]いくつかの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は航空機１０
４（図１参照）のAirCard108の２以上のモデム１０６からそれぞれの第１の測定レポート
３０４および／または第１の測定レポート表示３０６を受信し記憶する。
【００４０】
　[0050]次に、ブロック３０８において、複数のモデム１０６から受信された複数の第１
の測定レポート３０４および／または複数の第１の測定レポート表示３０６に基づいて、
モデム１０６はサービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へモデム１
０６のハンドオーバをトリガするためにサービングＡＧ基地局１１０へ測定レポートを送
信すべきであることをハンドオーバ管理コンポーネント１０２が決定することができる。
例えば、いくつかの態様において、ブロック３０８において、（第１の測定レポート３０
４および／または第１の測定レポート表示３０６により示される）無線状態がそれぞれの
ハンドオーバトリガしきい値を満足する多数のモデム１０６（例えば、２以上のモデム１
０６）があることを、複数のモデム１０６から受信された第１の測定レポート３０４およ
び／または第１の測定レポート表示３０６が示す場合、サービングＡＧ基地局１１０から
ターゲットＡＧ基地局１１２へモデム１０６のハンドオーバをトリガするためにサービン
グＡＧ基地局１１０へ測定レポートを各モデム１０６が送信することをハンドオーバ管理
コンポーネント１０２は決定することができる。
【００４１】
　[0051]例えば、いくつかの態様において、ブロック３０８において、無線状態がそれぞ
れのハンドオーバトリガしきい値を満足するモデム１０６の数がハンドオーバ準備(prepa
ration)トリガしきい値を超えることを、複数のモデム１０６から受信された複数の第１
の測定レポート３０４および／または複数の第１の測定レポート表示３０６が示すなら、
サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へのモデム１０６のハンド
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オーバをトリガするために各モデム１０６は、測定レポートをサービングＡＧ基地局１１
０へ送信することをハンドオーバ管理コンポーネント１０２はブロック３０８において決
定することができる。
【００４２】
　[0052]いくつかの態様において、たとえばブロック３０８において、サービングＡＧ基
地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へモデム１０６のハンドオーバをトリガする
ためにサービングＡＧ基地局１１０へ測定レポートを複数のモデム１０６が送信すること
をハンドオーバ管理コンポーネント１０２が決定すると、サービングＡＧ基地局１１０か
らターゲットＡＧ基地局１１２へ航空機１０４（図１参照）のAirCard108（図１参照）の
複数のモデム１０６のハンドオーバをトリガするためにサービングＡＧ基地局１１０へ測
定レポートを複数のモデム１０６が送信することを示すメッセージ３１０を航空機１０４
（図１参照）のAirCard108（図１参照）の複数のモデム１０６へハンドオーバ管理コンポ
ーネント１０２が送信する。
【００４３】
　[0053]たとえば、いくつかの態様において、それぞれの第１の測定レポート３０４に対
応する複数の無線状態がそれぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足するとき、サービ
ングＡＧ基地局１１０へそれぞれの第１の測定レポートを含むメッセージ３１２を送信す
ることをメッセージ３１０はモデム１０６に示すことができる。
【００４４】
　[0054]いくつかの代替態様において、たとえば、モデム１０６の第１の測定レポートに
対応する無線状態がそれぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足しないけれどもいくつ
かのモデム１０６はハンドオーバ状態を経験するとき、サービングＡＧ基地局１１０から
ターゲットＡＧ基地局１１２へのそのようなモデム１０６のハンドオーバをトリガするた
めにサービングＡＧ基地局１１０へ、第１の測定レポートとは異なる第２の測定レポート
を含むメッセージ３１４をそのようなモデム１０６が送信することを示すためのメッセー
ジ３１０をハンドオーバ管理コンポーネント１０２がそのようなモデム１０６へ送信する
。いくつかの態様において、たとえば、第２測定レポートの値は対応するハンドオーバト
リガしきい値を満足する(AirCard108の)他のモデム１０６からの測定レポートの値であり
得る。すなわち、第１の測定レポートに基づいて、そのようなモデム１０６の無線状態は
それぞれのハンドオーバトリガしきい値を満足しないので、そのような第１の測定レポー
トをサービングＡＧ基地局１１０へ送信することはそのようなモデム１０６のハンドオー
バをトリガしないであろう。したがって、そのようなモデム１０６のハンドオーバをトリ
ガするために、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、そのようなモデム１０６がサ
ービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へハンドオーバをトリガする
ために第１の測定レポートとは異なる第２の測定レポートを含むメッセージ３１４をその
ようなモデム１０６が送信することを示すメッセージ３１０を、ハンドオーバ管理コンポ
ーネント１０２がそのようなモデム１０６へ送信する。したがって、そのような第２の測
定レポートは、そのようなモデム１０６の真の無線状態を示すことができないかもしれな
い、例えば、そのようなモデム１０６の偽の測定レポートである可能性がある。
【００４５】
　[0055]したがって、いくつかの本態様において、モデム１０６は、モデム１０６がハン
ドオーバ管理測定コンポーネント１０２からメッセージ３１０を受信しないかぎり、サー
ビングＡＧ基地局１１０へ測定レポートを送信しない。
【００４６】
　[0056]それぞれの第１の測定レポートを含むメッセージ３１２またはそれぞれの第２の
測定レポートを含むメッセージ３１４をモデム１０６から受信すると、サービングＡＧ基
地局１１０はたとえば、ＬＴＥ標準に定義されるハンドオーバ準備を実行する。たとえば
、いくつかの態様において、それぞれの第１の測定レポートを含むメッセージ３１２また
はそれぞれの第２の測定レポートを含むメッセージ３１４を受信すると、サービングＡＧ
基地局１１０は無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージ３１６をそれぞれのモ
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デム１０６へ送信する。
【００４７】
　[0057]図４を参照すると、ハンドオーバ手続４００のさらなる態様がモデム１０６によ
る、サービングＡＧ基地局１１０（図３参照）からＲＲＣ接続再構成メッセージの受信に
続くハンドオーバ手続のさらなる態様が例示される。サービングＡＧ基地局１１０（図３
参照）からＲＲＣ接続再構成メッセージ３１６（図３参照）を受信すると、モデム１０６
はそのようなメッセージの受信を示すメッセージ４０２をハンドオーバ管理コンポーネン
ト１０２へ送信する。
【００４８】
　[0058]ブロック４０４において、受信メッセージ４０２に基づいて、ハンドオーバ管理
コンポーネント１０２は、モデム１０６がランダムアクセス手続を開始することを決定す
る。たとえば、いくつかの態様において、航空機１０４（図１参照）のAirCard104（図１
参照）のモデム１０６からメッセージ４０２を受信すると、それぞれのＲＲＣ接続再構成
を示すために、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２はタイマを開始し、航空機１０４
の（図１参照）のAirCard104（図１参照）の他のモデム１０６がそれぞれのメッセージ４
０２を送信するのを待つ。これらの態様において、およびさらにブロック４０４を参照し
て、航空機１０４（図１参照）のAirCar104（図１参照）の他のモデム１０６の各々から
それぞれのメッセージ４０２を受信すると、あるいは、代替的に、タイマ満了時に、ハン
ドオーバ管理コンポーネント１０２は、航空機１０４（図１参照）のAirCard104（図１参
照）のモデム１０６の各々がそれぞれのランダムアクセス手続を開始することを決定する
。
【００４９】
　[0059]したがって、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、それぞれのランダムア
クセス手続きを開始することをモデム１０６に示すためのメッセージ４０６を航空機１０
４（図１参照）のAirCard104（図１参照）の各モデム１０６へ送信する。
【００５０】
　[0060]メッセージ４０６を受信すると、各モデム１０６は、ＬＴＥ標準で定義されたラ
ンダムアクセス手続き４０８とＲＲＣ接続セットアップ手続き４１０を実行するために各
モデム１０６はターゲットＡＧ基地局１１２と通信する。
【００５１】
　[0061]いくつかの態様において、ハンドオーバ手続３００、４００を実行する際に、サ
ービングＡＧ基地局１１０とターゲットＡＧ基地局１１２はハンドオーバ管理コンポーネ
ント１０２の存在および／または実行により影響されないかもしれない。すなわち、ハン
ドオーバ手続３００、４００に適応するために、サービングＡＧ基地局１１０および／ま
たはターゲットＡＧ基地局１１２は、ランダムアクセス手続きおよび／またはＲＲＣ接続
セットアップ手続きを実行するために適用可能な一般的標準（たとえば、適用可能なＬＴ
Ｅ標準）における任意の変化を必要としない。
【００５２】
　[0062]したがって、いくつかの態様において、航空機上の複数のモデムのハンドオーバ
を同期させることにより、航空機のアンテナシステムは、いつでも航空機内のすべてのモ
デムにサービスするために単一の地上基地局へ向けて単一のビームを供給することができ
、単一の地上基地局はいつでも航空機内のすべてのモデムにサービスするために航空機へ
向けて１つのビームを供給することができる。
【００５３】
　[0063]図５乃至９は、図１のＡＧ無線通信システム１００の一例であり得る図２のネッ
トワークアーキテクチャの態様において、それぞれの方法５００、６００、７００、８０
０、および９００を記載する。例えば、方法５００、６００、７００、８００および９０
０は、サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へ航空機１０４にイ
ンストールされたAirCard108の複数のモデム１０６のハンドオーバ手続を管理するために
ここに記載されたハンドオーバ管理コンポーネント１０２（図１および２）により実行さ
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れることができる。この場合、方法５００はサービング基地局からターゲット基地局への
２以上のモデムのハンドオーバ管理手続きの１つの態様に関連し、方法６００は、少なく
とも１つのメッセージに基づいて、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモ
デムをハンドオーバするかどうかを決定する１つの態様に関連し、方法７００は、それぞ
れのハンドオーバ手続をトリガするように構成された測定レポートをサービング基地局へ
送信することを２以上のモデムの各々へ示す態様に関連し、方法８００は、２以上のモデ
ム内の少なくとも１つのモデムからの無線状態を示す少なくとも１つのメッセージを受信
する態様に関連し、および方法９００はサービング基地局からターゲット基地局へ２以上
のモデムのハンドオーバ手続を開始するかどうかを決定する態様に関連する。
【００５４】
　[0064]図５を参照すると、ブロック５０２において、サービング基地局からターゲット
基地局への２以上のモデムのハンドオーバ手続を管理する方法の１つの態様において、方
法５００は２以上のモデムの少なくとも１つのモデムからの無線状態の少なくとも１つの
測定レポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信することを含む。たとえば、いく
つかの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、航空機１０４内にイン
ストールされたAirCard108の２以上のモデム１０６内の少なくとも１つのモデム１０６か
ら無線状態の少なくとも１つの測定レポート（例えば、第１の測定レポート２３２）を示
す少なくとも１つのメッセージを受信することができる。
【００５５】
　[0065]ブロック５０４において、方法５００は、サービング基地局からターゲット基地
局へ２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを少なくとも１つのメッセージに基づい
て決定することを含む。たとえば、いくつかの態様において、ハンドオーバ管理コンポー
ネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は、サービングＡＧ
基地局１１０（それは図２のｅＮＢ２０６であり得る）からターゲットＡＧ基地局１１２
（それは図２内の他のｅＮＢｓ２０８の１つであり得る）へ２以上のモデム１０６をハン
ドオーバするかどうかを、複数のモデム１０６から受信された少なくとも１つのメッセー
ジに基づいて、決定することができる。
【００５６】
　[0066]ブロック５０６において、方法５００は、サービング基地局からターゲット基地
局へ２以上のモデムをハンドオーバすることを決定すると、サービング基地局からターゲ
ット基地局へそれぞれのハンドオーバ手続をトリガするように構成された測定レポートを
サービング基地局へ送信することを２以上のモデムの各々へ示すことを含む。たとえば、
いくつかの態様において、サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２
へ航空機１０４のAirCard108の２以上のモデム１０６をハンド―オーバすることをハンド
オーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０
により決定すると、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、サービングＡＧ基地局１
１０からターゲットＡＧ基地局１１２へそれぞれのハンドオーバ手続をトリガするように
構成された測定レポートをサービングＡＧ基地局１１０へ送信することを２以上のモデム
１０６の各々へ示すことができる。
【００５７】
　[0067]任意的に、ブロック５０８において、方法５００は、第１のモデムが測定レポー
トをサービング基地局へ送信することに応答してサービング基地局から無線リソース制御
（ＲＲＣ）再構成メッセージを第１のモデムが受信したことを示す信号を、２以上のモデ
ムの第１のモデムから受信することを含む。たとえば、１つの態様において、ハンドオー
バ管理コンポーネントは、第１の測定レポート２３２または第２の測定レポート２３６の
それぞれの１つをモデム１０６がサービングＡＧ基地局１１０へ送信することに応答して
サービングＡＧ基地局１１０からＲＲＣ再構成メッセージ２４６をモデム１０６が受信し
たことを示す信号、たとえばＲＲＣ再構成表示２４０をモデム１０６から受信することが
できる。
【００５８】
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　[0068]任意的に、ブロック５１０において、方法５００はサービング基地局からターゲ
ット基地局へ２以上のモデムのハンドオーバ手続を開始するかどうかをその信号に基づい
て決定することを含む。たとえば、１つの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネン
ト１０２および／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８は、サービングＡＧ
基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２への２以上のモデム１０６のハンドオーバ
手続を開始するかどうかを、ＲＲＣ再構成表示２４０に基づいて決定することができる。
【００５９】
　[0069]任意的に、ブロック５１２において方法５００は、サービング基地局からターゲ
ット基地局へ２以上のモデムのハンドオーバ手続を開始することを決定すると、サービン
グ基地局からターゲット基地局へそれぞれのハンドオーバ手続を実行することを開始する
ことを２以上のモデムの各々へ示すことを含む。たとえば、１つの態様において、ハンド
オーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２
３８が、サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２への航空機１０４
のAirCard108の２以上のモデム１０６のハンドオーバ手続を開始することを決定すると、
ハンドオーバ管理コンポーネント１０２はサービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡ
Ｇ基地局１１２へのそれぞれのハンドオーバ手続の実行を開始することを航空機１０４の
AirCard１０８の２以上のモデム１０６の各々に示すことができる。
【００６０】
　[0070]任意的に、ブロック５１４において、方法５００は、２以上のモデムが航空機内
に配置されているとき、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムのハン
ドオーバ手続を開始することを決定すると、サービング基地局からターゲット基地局へビ
ームをステアリングすることを航空機のアンテナシステムに通知することを含む。たとえ
ば、１つの態様において、２以上のモデム１０６が航空機１０４内に配置されると、サー
ビングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へ、航空機１０４のAirCard108
の２以上のモデム１０６のハンドオーバ手続を開始することをハンドオーバ管理コンポー
ネント１０２および／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８が決定すると、
ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、サービングＡＧ基地局１１０からターゲット
ＡＧ基地局１１２へビーム１１７をステアリングするように航空機１０４のアンテナシス
テム１１４へ通知することができる。
【００６１】
　[0071]図６を参照すると、方法６００は、サービング基地局からターゲット基地局へ２
以上のモデムをハンドオーバするかどうかを少なくとも１つのメッセージに基づいて決定
するための、図５のブロック５０４の例示および任意の態様を提供する。
【００６２】
　[0072]ブロック６０２において、方法６００は２以上のモデム内の多数のモデムがハン
ドオーバ状態にあることを少なくとも１つのメッセージに基づいて決定することを含む。
たとえば、１つの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／または
ハンドオーバ決定コンポーネント２３０は、航空機１０４のAirCard108の多数のモデム１
０６がハンドオーバ状態にあることを、複数のモデム１０６から受信された少なくとも１
つのメッセージに基づいて、決定することができる。
【００６３】
　[0073]ブロック６０４において、方法６００は、モデムの数がしきい値を超えると、サ
ービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムをハンドオーバすることを決定す
ることを含む。たとえば、１つの態様において、ハンドオーバ状態にあるモデムの数がし
きい値を超えると、サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１２へ航空
機１０４のAirCard108の複数のモデムをハンドオーバすることをハンドオーバ管理コンポ
ーネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は決定することが
できる。１つの例示態様において、そのようなしきい値はたとえば、航空機１０４のAirC
ard108の２つのモデム１０６であり得る。
【００６４】
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　[0074]図７を参照すると、方法７００は、それぞれのハンドオーバ手続をトリガするよ
うに構成された測定レポートをサービング基地局へ送信することを２以上のモデムの各々
へ示すための、図５のブロック５０６の１つの例示および任意の態様を提供する。
【００６５】
　[0075]ブロック７０２において、方法７００は、モデムがハンドオーバ状態にあること
をモデムの第１の測定レポート２３２が示すとき、第１の測定レポートをサービング基地
局へ送信することをモデムに示すことを含む。たとえば、１つの態様において、モデム１
０６がハンドオーバ状態にあることをモデム１０６の第１の測定レポート２３２が示すと
き、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ決定コンポーネ
ント２３０は、第１の測定レポート２３２をサービングＡＧ基地局１１０へ送信すること
をモデム１０６へ示すことができる。
【００６６】
　[0076]ブロック７０４において、方法７００は、モデムがハンドオーバ状態にないこと
をモデムの第１の測定レポートが示すとき、第２の測定レポートをサービング基地局へ送
信することをモデムに示すことを含む。この場合、第２の測定レポートはサービング基地
局からターゲット基地局へモデムのハンドオーバ手続をトリガするように構成される。た
とえば、１つの態様において、モデム１０６がハンドオーバ状態にないことをモデム１０
６の第１の測定レポートが２３２が示すとき、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２お
よび／またはハンドオーバ決定コンポーネント２３０は第２の測定レポート２３６をサー
ビングＡＧ基地局１１０へ送信することをモデム１０６に示すことができる。この場合、
第２の測定レポート２３６はサ-ビングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ基地局１１
２へモデム１０６のハンドオーバ手続をトリガするように構成される。
【００６７】
　[0077]任意のブロック７０６において、方法７００は、第２の測定をモデムに送信する
ことを含む。たとえば、１つの態様において、モデム１０６がハンドオーバ状態にないこ
とをモデム１０６の第１の測定レポート２３２が示すとき、サービングＡＧ基地局１１０
からターゲットＡＧ基地局１１２へモデムのハンドオーバ手続をトリガするためにモデム
１０６が第２の測定レポート２３６をサービングＡＧ基地局１１０へ送信することができ
るように、第２の測定レポート２３６をモデム１０６へ送信することができる。
【００６８】
　[0078]図８を参照すると、方法８００は、少なくとも１つの測定レポートを示す少なく
とも１つのメッセージの受信に関する図５のブロック５０２の１つの例示および任意の態
様を提供する。
【００６９】
　[0079]任意のブロック８０２において、方法８００はモデムから第１の測定レポートを
受信することを含む。たとえば、１つの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント
１０２はモデム１０６から第１の測定レポート２３２を受信することができる。
【００７０】
　[0080]任意のブロック８０４において、方法８００はモデムがハンドオーバ状態にある
という表示を受信する。たとえば、１つの態様において、モデム１０６がハンドオーバ状
態にあることを第１の測定レポート２３２が示すとき、ハンドオーバ管理コンポーネント
１０２は、モデム１０６がハンドオーバ状態にあるという表示を受信することができる。
たとえば、１つの態様において、ハンドオーバ管理コンポーネント１０２は、モデム１０
６がハンドオーバ状態にあることを示す第１の測定レポート表示２３４をモデム１０６か
ら受信することができる。
【００７１】
　[0081]図９を参照すると、サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムの
ハンドオーバ手続きを開始するかどうかを信号に基づいて決定するための、図５のブロッ
ク５１０の１つの例示かつ任意の態様を提供する。
【００７２】
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　[0082]ブロック９０２において、方法９００は信号を受信するとタイマを開始すること
を含む。たとえば、１つの態様において、ＲＲＣ再構成表示２４０を受信すると、ハンド
オーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオーバ手続き開始コンポーネント
２３８はＲＲＣ再構成開始タイマ２４２を開始することができる。
【００７３】
　[0083]ブロック９０４において、方法９００は、それぞれの測定レポートをサービング
基地局へ送信することに応答してサービング基地局からそれぞれのＲＲＣ再構成メッセー
ジを各モデムが受信したことを示すアクノレジメント信号を２以上のモデム内の各モデム
から受信するとまたはタイマが満了すると、サービング基地局からターゲット基地局へ２
以上のモデムのハンドオーバ手続を開始することを決定することを含む。たとえば、１つ
の態様において、ＲＲＣ再構成開始タイマ２４２の満了時あるいはサービングＡＧ基地局
１１０へそれぞれの第１の測定レポート２３２または第２の測定レポート２３６を送信す
ることに応答してサービングＡＧ基地局１１０からそれぞれのＲＲＣ再構成メッセージ２
４６を、航空機１０４のAirCard18の各モデム１０６が受信したことを示すＲＲＣ再構成
表示２４０を受信すると、ハンドーバ管理コンポーネント１０２および／またはハンドオ
ーバ手続開始コンポーネント２３８は、サービングＡＧ基地局１１０からターゲットＡＧ
基地局１１２へ航空機１０４のAirCard108の２以上のモデム１０６のハンドオーバ手続を
開始することを決定することができる。いくつかの態様において、たとえば、各ハンドオ
ーバ手続はランダムアクセス手続およびＲＲＣ接続セットアップ手続きを含む。
【００７４】
　[0084]図１０を参照すると、ＬＴＥネットワークアーキテクチャの一部であり得るアク
セスネットワーク１０００の一例が例示される。アクセスネットワーク５００は図１のハ
ンドオーバ管理コンポーネント１０２と通信する図１のモデム１０６の一例であり得るＵ
Ｅｓ５０６を含む。ＵＥｓ１００６は図１のモデム１０６に関してここに記載される任意
の機能を実行するように構成されることができる。また、アクセスネットワーク１０００
は図２のｅＮＢ２０６と２０８であり得るeNBs１００４とｅＮＢ１００８を含む。
【００７５】
　[0085]この例において、アクセスネットワーク１０００は多数のセルラ領域（セル群）
１００２に分割される。１つまたは複数の低電力クラスｅＮＢｓ１００８はセル群１００
２の１つまたは複数とオーバラップするセルラ領域１０１０を有することができる。低電
力クラスｅＮＢ１００８はスモールセル（たとえば、フェムトセル（たとえば、ホームｅ
ＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド（ＲＲＨ）
であり得る。マクロｅＮＢｓ1004は各々、それぞれのセル1002に割り当てられ、セル1002
中の全てのＵＥｓ1006に対してＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを提供するように構成
される。アクセスネットワーク1000のこの例では集中制御装置（centralized controller
）は存在しないが、代替の構成では、集中制御装置が使用され得る。ｅＮＢｓ1004は、無
線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ
、およびサービングゲートウェイ216への接続性を含む、すべての無線に関連する機能を
担う。
【００７６】
　[0086]アクセスネットワーク1000によって用いられる変調および多元接続スキームは、
展開されている特定の電気通信標準に依存して異なり得る。ＬＴＥアプリケーションにお
いては、周波数分割複信（ＦＤＤ）および時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするた
めに、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬ上で使用される。以下の詳細
な説明から当業者が容易に理解するように、本明細書に提示される様々な概念は、ＬＴＥ
アプリケーションによく適する。しかしながら、これらの概念は、他の変調および多元接
続技法を用いる他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エ
ボリューションデータオプティマイズド（Evolution-Data Optimized）（ＥＶ－ＤＯ）ま
たはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張され得る。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭ
Ｂは、ＣＤＭＡ2000ファミリー標準の一部として、３世代パートナーシッププロジェクト
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2（3ＧＰＰ2）によって公表されたインターフェース標準であり、モバイル局にブロード
バンドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを用いる。これらの概念はまた
、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、およびＴＤ－ＳＣＤＭＡのようなＣＤ
ＭＡの他の変形例を用いるユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＴＤＭＡを用い
る移動体通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、およびＯＦＤＭＡを
用いるフラッシュＯＦＤＭ、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ
）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、および発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）に拡
張されることができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、
３ＧＰＰの組織からの文書中で説明されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３Ｇ
ＰＰ２の組織からの文書中で説明されている。用いられる実際のワイヤレス通信規格およ
び多元接続技術は、システム上に課せられる全体的な設計制約および特定のアプリケーシ
ョンに依存するであろう。
【００７７】
　[0087]ｅＮＢｓ１００４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有すること
ができる。ＭＩＭＯ技術の使用は、ｅＮＢs１００４が、空間多重、ビームフォーミング
、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を利用することを可能にする
。空間多重化は、同じ周波数上で同時にデータの異なるストリームを送信するために使用
されることができる。それらのデータストリームは、データレートを増すために単一のＵ
Ｅ1006に、または、全システム容量を増加させるために複数のＵＥ1006に、送信されるこ
とができる。これは、各データストリームを空間的にプリコードし（すなわち、振幅およ
び位相のスケーリングを適用し）、その後、ＤＬ上の複数の送信アンテナを通じて各々の
空間的にプリコードされたストリームを送信することによって達成される。空間的にプリ
コードされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともにＵＥ（ｓ）1006へ到達
し、それは、ＵＥ（ｓ）1006の各々が、そのＵＥ1006を宛先とする１つ以上のデータスト
リームをリカバ(recover)することを可能にする。ＵＬ上では、それぞれのＵＥ1006は、
空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、それは、ｅＮＢ1004が、それぞれ
の空間的にプリコードされたデータストリームのソースを識別することを可能にする。
【００７８】
　[0088]空間多重化は一般に、チャネル条件が良好なときに使用される。チャネル条件が
あまり良好でないとき、１つまたは複数の方向に送信エネルギーを集中させるためにビー
ムフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通じた送信のためにデータを
空間的にプリコードすることによって達成され得る。セルの端において良好なカバレッジ
を達成するために、単一ストリームのビームフォーミング送信は、送信ダイバーシティと
組み合わせて使用されることができる。
【００７９】
　[0089]次の詳細な説明において、アクセスネットワークの様々な態様は、ＤＬ上でＯＦ
ＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関連して説明される。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭシン
ボル内の多数のサブキャリアにわたってデータを変調する拡散スペクトル技術である。サ
ブキャリアは、正確な周波数で間隔が空けられている。間隔を空けること（spacing）は
、受信機がサブキャリアからのデータをリカバすることを可能にする「直交性（orthogon
ality）」を提供する。時間領域では、ＯＦＤＭシンボル間干渉に対抗するために、各Ｏ
ＦＤＭシンボルにガードインターバル（例えば、サイクリックプリフィックス）が付加さ
れ得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を補償するために、ＤＦＴ拡散さ
れたＯＦＤＭ信号の形態でＳＣ－ＦＤＭＡを使用することができる。
【００８０】
　[0090]図１１はＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造および図２に示されるＬＴＥネットワ
ークアーキテクチャのようなＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるＦＤおよびＨＤ
通信において使用され得るＬＴＥのＤＬフレーム構造の一例を例示する図１１００である
。フレーム（１０ｍｓ）は、１０の等しいサイズのサブフレームに分割され得る。各サブ
フレームは、２つの連続するタイムスロットを含むことができる。リソースグリッドは、
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２つのタイムスロットを表すために使用されることができ、各タイムスロットは、リソー
スブロックを含む。リソースグリッドは、複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥにお
いて、リソースブロックは、周波数領域に１２の連続するサブキャリアを、および各ＯＦ
ＤＭシンボル内通常のサイクリックプリフィックスに関して、時間領域に７つの連続する
ＯＦＤＭシンボルを、すなわち、８４のリソース要素を含む。拡張されたサイクリックプ
リフィックスに関して、リソースブロックは、時間領域に６つの連続するＯＦＤＭシンボ
ルを含み、７２のリソース要素を有する。Ｒ1102、1104として示されるリソース要素のう
ちのいくつかは、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含む。ＤＬ－ＲＳは、セル固有ＲＳ（Ｃ
ＲＳ）（共通ＲＳと呼ばれることもある）1102およびＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）1104を
含む。ＵＥ－ＲＳ1104は、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングさ
れるリソースブロック上でのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数
は、変調スキームに依存する。従って、ＵＥ（たとえば、図１および２のモデム１０６）
が受信するリソースブロックがより多いほど、および変調スキームがより高度であるほど
、ＵＥに関するデータレートはより高くなる。
【００８１】
　[0091]図１２はＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例であり、図２に示されるＬＴＥ
ネットワークアーキテクチャのようなＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるＦＤお
よびＨＤ通信において使用され得るＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を例示する図
１２００である。ＵＬに関する利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御
セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つの端で形成され
ることができ、設定可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、
制御情報の送信のためにＵＥ（例えば、図１および２のモデム１０６）に割り当てられ得
る。データセクションは、制御セクション中に含まれない全てのリソースブロックを含む
ことができる。ＵＬフレーム構造は、連続するサブキャリアを含むデータセクションを生
じ、それは、単一のＵＥが、データセクション中の連続するサブキャリアの全てに割り当
てられることを可能にすることができる。
【００８２】
　[0092]ＵＥは、ｅＮＢ（たとえば、図２のｅＮＢ２０６および２０８）に制御情報を送
信するために制御セクション中のリソースブロック１２１０ａ、７１０ｂに割り当てられ
ることができる。ＵＥはまた、ｅＮＢにデータを送信するためにデータセクション中のリ
ソースブロック１２２０ａ、１２２０ｂに割り当てられることができる。ＵＥは、制御セ
クション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
で制御情報を送信することができる。ＵＥは、データセクション中の割り当てられたリソ
ースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）中でデータのみ、またはデータと
制御情報の両方を送信することができる。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットに
わたり、周波数を横断してホッピングすることができる。
【００８３】
　[0093]リソースブロックのセットは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）12
30で、初期システムアクセスを遂行し、ＵＬ同期を達成するために使用されることができ
る。ＰＲＡＣＨ 1230は、ランダムシーケンスを搬送し、いずれのＵＬデータ／シグナリ
ングも搬送することはできない。各ランダムアクセスプリアンブルは、６つの連続したリ
ソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数は、ネットワークによって指定
される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間および周波数リソ
ースに制限される。ＰＲＡＣＨに関する周波数ホッピングは存在しない。ＰＲＡＣＨ試行
は、単一のサブフレーム（１ｍｓ）で、または少数の連続するサブフレームのシーケンス
で搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）あたり１つのＰＲＡＣＨ試行のみを行うこと
ができる。
【００８４】
　[0094]図１３は、ＬＴＥにおけるユーザおよび制御プレーンに関する無線プロトコルア
ーキテクチャであって図２に示されるようなＬＴＥネットワークアーキテクチャにおける
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ＦＤおよびＨＤ通信において使用され得る無線プロトコルアーキテクチャの一例を例示す
る。ＵＥとｅＮＢ（たとえば、図２のモデム１０６およびｅＮＢ２０６または２０８）に
関する無線プロトコルアーキテクチャは３つのレイヤ：レイヤ１、レイヤ２およびレイヤ
３で表示される。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は、最下位のレイヤであり、様々な物理レイヤ
信号処理機能をインプリメントする。Ｌ１レイヤは、本明細書では物理レイヤ1306と呼ば
れる。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）1308は、物理レイヤ1306より上位にあり、物理レイヤ1306
上でＵＥとｅＮＢとの間のリンクを担う。
【００８５】
　[0095]ユーザプレーンにおいて、Ｌ２レイヤ1308は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブ
レイヤ1310、無線リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ1312、およびパケットデータコンバー
ジェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）1314サブレイヤを含み、それらは、ネットワーク側のｅ
ＮＢで終端される。示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ21
8で終端されるネットワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）、および接続の他端（例えば
、エンドＵＥ、サーバ、等）で終端されるアプリケーションレイヤを含む、Ｌ２レイヤ13
08よりも上位のいくつかの上位レイヤを有することができる。
【００８６】
　[0096]ＰＤＣＰサブレイヤ1314は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間での多重化
を提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ1314はまた、無線送信オーバヘッドを低減させるための
上位レイヤデータパケットに関するヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによる
セキュリティ、およびｅＮＢs間のＵＥに関するハンドオーバサポートを提供する。ＲＬ
Ｃサブレイヤ1312は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブ
リ(reassembly)、損失データパケットの再送、およびハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲ
Ｑ）により順序が乱れた受信（out-of-order reception）を補償するためのデータパケッ
トの並べ替え（reordering）を提供する。ＭＡＣサブレイヤ1310は、論理チャネルとトラ
ンスポートチャネルとの間での多重化を提供する。ＭＡＣサブレイヤ1310はまた、ＵＥの
間で１つのセル内の様々な無線リソース（例えば、リソースブロック）を割り当てること
を担う。ＭＡＣサブレイヤ1310はまた、ＨＡＲＱ動作を担う。
【００８７】
　[0097]制御プレーンにおいて、ＵＥおよびｅＮＢに関する無線プロトコルアーキテクチ
ャは、制御プレーンに関してヘッダ圧縮機能がないという点を除き、物理レイヤ1306およ
びＬ２レイヤ1308の場合と実質的に同一である。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レ
イヤ）内に無線リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ1316を含む。ＲＲＣサブレイヤ1316は
、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと、ｅＮＢとＵＥとの間でＲＲ
Ｃシグナリングを使用してより下位のレイヤを構成することとを担う。
【００８８】
　[0098]図１４はアクセスネットワークにおいてＵＥ１４５０との通信におけるｅＮＢ１
４１０のブロック図である。ここでは、ＵＥ１４５０は図１および２のハンドオーバ管理
コンポーネント１０２と通信する図１および２のモデム１０６の一例であり得る。ＵＥ１
４５０は図１および２のモデム１０６に関してここに記載される任意の機能を実行するよ
うに構成され得る。また、ｅＮＢ１４１０は図２のｅＮＢ２０６および／または２０８の
一例であり得る。ｅＮＢ１４１０は図２のｅＮＢ２０６および／または２０８に関してこ
こに記載された任意の機能を遂行するように構成されることができる。
【００８９】
　[0099]ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ／プロ
セッサ1475に提供される。コントローラ／プロセッサ1475は、Ｌ２レイヤの機能性をイン
プリメントする。ＤＬにおいて、コントローラ／プロセッサ1475は、様々な優先度メトリ
ックに基づいたＵＥ1450への無線リソース割り当て、論理チャネルとトランスポートチャ
ネルとの間での多重化、パケットセグメンテーションおよび並び替え、暗号化、およびヘ
ッダ圧縮を提供する。コントローラ／プロセッサ1475はまた、ＨＡＲＱ動作、損失パケッ
トの再送、およびＵＥ1450へのシグナリングを担う。
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【００９０】
　[00100]送信（ＴＸ）プロセッサ1416は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のため
の様々な信号処理機能をインプリメントする。信号処理機能は、ＵＥ1450での前方誤り訂
正（ＦＥＣ）を容易にするために符号化およびインターリーブすることと、様々な変調ス
キーム（例えば、２位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相偏
移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づいて信号コンステレー
ションにマッピングすることとを含む。符号化されおよび変調されたシンボルは、次に、
並列ストリームに分けられる。各ストリームは、時間領域のＯＦＤＭシンボルストリーム
を搬送する物理チャネルを生成するために、ＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、時
間および／または周波数領域において基準信号（例えば、パイロット）と多重化され、そ
の後、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用して一緒に結合される。ＯＦＤＭストリー
ムは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコードされる。チャネル推定
器1474からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調スキームを決定するためのみな
らず、空間処理のためにも使用されることができる。チャネル推定値は、ＵＥ1450によっ
て送信された基準信号および／またはチャネル条件フィードバックから導出されることが
できる。次いで、各空間ストリームが、別個の送信機１４１８ＴＸを介して異なるアンテ
ナ１４２０に提供される。各送信機１４１８ＴＸは、送信に関するそれぞれの空間ストリ
ームでＲＦキャリアを変調する。
【００９１】
　[00101]ＵＥ1450において、各受信機１４５４ＲＸは、それぞれのアンテナ1452を介し
て信号を受信する。各受信機１４５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報をリカバ
し、その情報を受信（ＲＸ）プロセッサ1456に提供する。ＲＸプロセッサ1456は、Ｌ１レ
イヤの様々な信号処理機能をインプリメントする。ＲＸプロセッサ1456は、ＵＥ1450に宛
てられた任意の空間ストリームをリカバするために、情報に空間処理を実行する。複数の
空間ストリームがＵＥ1450に宛てられる場合、それらは、ＲＸプロセッサ1456によって単
一のＯＦＤＭシンボルストリームに結合され得る。ＲＸプロセッサ1456は、次に、高速フ
ーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、ＯＦＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数領
域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号の各サブキャリアに関する別個のＯＦＤ
Ｍシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル、および基準信号は、ｅＮ
Ｂ1410によって送信された最も可能性の高い信号コンステレーションポイントを決定する
ことによってリカバおよび復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器1458によって
計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、その後、物理チャネル上でｅＮＢ14
10によって当初に送信されたデータおよび制御信号をリカバするために復号およびデイン
ターリーブ(deinterleaved)される。データおよび制御信号は、その後、コントローラ／
プロセッサ1459に提供される。
【００９２】
　[00102]コントローラ／プロセッサ1459は、Ｌ２レイヤをインプリメントする。コント
ローラ／プロセッサ1459は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ1460に関連
付けられることができる。メモリ1460は、コンピュータ可読媒体と称され得る。ＵＬでは
、コントローラ／プロセッサ1459は、コアネットワークからの上位レイヤパケットをリカ
バするために、トランスポートチャネルと論理チャネルの間の逆多重化、パケットの再組
立て、暗号解読（deciphering）、ヘッダの解凍、制御信号処理を提供する。その後、上
位レイヤパケットは、データシンク1462に提供され、それは、Ｌ２レイヤより上位のすべ
てのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号もまた、Ｌ３処理のためにデータシンク14
62に提供され得る。コントローラ／プロセッサ1459はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートする
ために、肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用する
誤り検出を担う。
【００９３】
　[00103]ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ1459に上位レイヤパケットを提供するた
めに、データソース1467が使用される。データソース1467は、Ｌ２レイヤより上位のすべ
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てのプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ1410によるＤＬ送信に関連して説明された機能性と
同様に、コントローラ／プロセッサ1459は、ｅＮＢ1410による無線リソース割り当てに基
づいて、論理チャネルとトランスポートチャネルの間の多重化、パケットセグメンテーシ
ョンおよび並び替え、暗号化、およびヘッダ圧縮を提供することによって、ユーザプレー
ンと制御プレーンに関するＬ２レイヤをインプリメントする。コントローラ／プロセッサ
1459はまた、ＨＡＲＱ動作、損失パケットの再送、ｅＮＢ1410へのシグナリングを担う。
【００９４】
　[00104]ｅＮＢ1410によって送信された基準信号またはフィードバックからチャネル推
定器1458によって導出されたチャネル推定値は、適切な符号化および変調スキームを選択
し、空間処理を容易にするために、送信（ＴＸ）プロセッサ1468によって使用されること
ができる。ＴＸプロセッサ1468によって生成された空間ストリームは、別個の送信機１４
５４ＴＸを介して異なるアンテナ1452に提供される。各送信機１４５４ＴＸは、送信に関
するそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００９５】
　[00105]ＵＬ送信は、ＵＥ1450における受信機機能に関連して説明されたのと同様の手
法により、ｅＮＢ1410において処理される。各受信機１４１８ＲＸは、そのそれぞれのア
ンテナ1420を通じて信号を受信する。各受信機１４１８ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調さ
れた情報をリカバし、ＲＸプロセッサ1470にその情報を提供する。ＲＸプロセッサ1470は
、Ｌ１レイヤをインプリメントすることができる。
【００９６】
　[00106]コントローラ／プロセッサ1475は、Ｌ２レイヤをインプリメントする。コント
ローラ／プロセッサ1475は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ1476に関連
付けられることができる。メモリ1476は、コンピュータ可読媒体と称され得る。ＵＬでは
、コントローラ／プロセッサ1475は、ＵＥ1450からの上位レイヤパケットをリカバするた
めに、トランスポートチャネルと論理チャネルの間の逆多重化、パケットの再組立て、暗
号解読、ヘッダの解凍、制御信号処理を提供する。コントローラ／プロセッサ1475からの
上位レイヤパケットは、コアネットワークに提供され得る。コントローラ／プロセッサ14
75はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、ＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコ
ルを用いた誤り検出を担う。
【００９７】
　[00107]図１５は、処理システム１０１４を採用する装置１５００に関するハードウエ
アインプリメンテーションの一例を例示する図である。ここにおいて、装置１５００は、
ここに記載する、図１のサービングＡＧ基地局１１０および／またはターゲットＡＧ基地
局１１２の一例、図２のｅＮＢｓ１０６、１０８の一例、図２のハンドオーバコンポーネ
ント２４４を含み実行する図１および２のモデム１０６の一例、または図２のハンドオー
バ決定コンポーネント２３０および／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８
を含み実行する図１および２のハンドオーバ管理コンポーネント１０２の一例であり得る
。この態様において、ハンドオーバコンポーネント２４４、ハンドオーバ決定コンポーネ
ント２３０およびハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８は、プロセッサ１５０４お
よびコンピュータ可読媒体１５０６と独立するが通信するように図示される。しかしなが
ら、この態様において、ハンドオーバコンポーネント２４４、ハンドオーバ決定コンポー
ネント２３０および／またはハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８は、コンピュー
タ可読媒体１５０６に記憶され、プロセッサ１５０４により実行される１つまたは複数の
プロセッサモジュールとして、あるいは両方のある組み合わせとして、プロセッサ１５０
４内にインプリメントされることができる。
【００９８】
　[00108]処理システム1514は、一般にバス1524によって表される、バスアーキテクチャ
でインプリメントされ得る。バス1524は、処理システム1514の特定のアプリケーションお
よび全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。
バス1524は、プロセッサ1504、ハンドオーバコンポーネント２４４、ハンドオーバ決定コ
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ンポーネント２３０、ハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８およびコンピュータ可
読媒体１５０６により表される１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハンドオーバ
コンポーネント２４４を含む種々の回路を一緒にリンクする。バス１５２４はまたタイミ
ングリソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路のような種々の他の回
路をリンクすることができる。これらはこの分野においてよく知られており、それゆえ、
これ以上は記載されない。
【００９９】
　[00109]処理システム1514は、トランシーバ1510に結合されうる。トランシーバ1510は
、１つまたは複数のアンテナ1520に結合される。トランシーバ1510は、伝送媒体を介して
その他の様々な装置と通信する手段を提供する。処理システム1514は、コンピュータ可読
媒体1506に結合されたプロセッサ1504を含む。プロセッサ1504は、コンピュータ可読媒体
1506上において記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理を担う。ソフトウェ
アは、プロセッサ1504によって実行されると、処理システム1514に、任意の特定の装置に
関して上記に説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1506はまた、ソフ
トウェアを実行するとき、プロセッサ1504によって操作されるデータを記憶するために使
用され得る。処理システムはさらに、ハンドオーバコンポーネント２４４、ハンドオーバ
決定コンポーネント２３０およびハンドオーバ手続開始コンポーネント２３８のそれぞれ
のコンポーネントを含むことができる。モジュールは、プロセッサ１５０４内において実
行中のソフトウェアモジュール、コンピュータ可読媒体1506内に常駐／記憶されたソフト
ウェアモジュール、プロセッサ1504に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュー
ル、またはそれらの何らかの組み合わせであり得る。処理システム1514は、ｅＮＢ1450ま
たはＵＥ１４５０のコンポーネントであり得、コントローラ／プロセッサ１４７５、１４
５９、ＲＸプロセッサ１４７０、１４５６、およびＴＸプロセッサ１４１６、１４６８の
少なくとも１つおよび／またはメモリ１４７６、１４６０の各１つを含むことができる。
【０１００】
　[00110]１つの構成において、無線通信のための装置１５００は、第１の無線通信デバ
イスの第１の送信電力の第１の機能としてエコーキャンセレーションの第１の量を示す第
１のエコーキャンセレーションメトリックを決定する手段と、および第１の無線通信デバ
イスに関するフルデュプレックス（ＦＤ）またはハーフデュプレックス（ＨＤ）通信リソ
ースをスケジュールするように構成されるスケジューリングエンティティに第１のエコー
キャンセレーションメトリックを提供する手段を含む。前述された手段は、前述された手
段によって記載される機能を遂行するように構成される装置1500の処理システム1514およ
び／または装置1500の前述されたモジュールのうちの１つまたは複数でありうる。上記に
説明されたように、処理システム1514は、ＴＸプロセッサ１４１６、1468、ＲＸプロセッ
サ１４７０、1456、およびコントローラ／プロセッサ１４７５、1459を含むことができる
。そのため、一構成において、前述された手段は、前述された手段によって記載された機
能を遂行するように構成されたＴＸプロセッサ１４１６、1468、ＲＸプロセッサ１４７０
、１４５６およびコントローラ／プロセッサ１４７５、1459であり得る。
【０１０１】
　[00111]ここでは、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置および方法に関
して提示される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において記述され、添付
の図面において、様々なブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、処理
、アルゴリズム等（集合的には「要素」と称される）により例示されることになる。これ
らの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはそれらの組み合わ
せを使用して実施されることができる。そのような要素がハードウェアとしてまたはソフ
トウェアとしてインプリメントされるかどうかは、システム全体上に課せられる設計の制
約および特定のアプリケーションに依存する。
【０１０２】
　[00112]例として、エレメント、またはエレメントの任意の一部、またはエレメントの
任意の組み合わせは、１つ以上のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実現される
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ことができる。プロセッサの例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタ
ルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲートロジック、ディスク
リートハードウェア回路、および、本開示全体を通して説明される様々な機能性を行うよ
うに構成された他の適したハードウェアを含む。処理システム中の１つまたは複数のプロ
セッサは、ソフトウェアを実行することができる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファ
ームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはその他の名
称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プ
ログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーシ
ョン、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチ
ン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味するよ
うに広く解釈されるべきである。
【０１０３】
　[00113]従って、１つまたは複数の態様において、説明された機能は、ハードウェア、
ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせにおいてインプリメン
トされることができる。ソフトウェア中でインプリメントされる場合、機能は、コンピュ
ータ可読媒体上で１つまたは複数の命令あるいはコードとして記憶もしくは符号化される
ことができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コ
ンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定
ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置ま
たは他の磁気記憶デバイス、あるいは命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコ
ードを搬送または記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセス
されることができる任意の他の媒体を備えることができる。ここで使用される場合、ディ
スク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザ
ーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ディスクを含み、ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常磁気的にデータを
再生し、一方ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上
記の組み合わせはまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１０４】
　[00114]開示された処理におけるステップの特定の順序または階層は、そのようなアプ
ローチの１つの例の例示であるということが理解されるべきである。設計の好みに基づい
て、処理におけるステップの特定の順序または階層は再配置され得ることが理解される。
さらに、いくつかのステップは組み合わされるか、または省略される。付随する方法は、
サンプルの順序での種々のステップの現在の要素を請求し、および提示された特定の順序
または階層に限定することを意図するものではない。
【０１０５】
　[00115]前述したことに加えて、「例示的」という用語は、本明細書では、例、事例、
または実例としての役割を果たすという意味で用いられる。「例示的」なものとしてここ
に説明される任意の態様または設計は、必ずしも、他の態様または設計よりも好ましい、
または利点を有するものと解釈されるべきではない。そうではなく、例示的という用語の
使用は、具体的に概念を提示することを意図する。
【０１０６】
　[00116]ここで使用されるように、「スモールセル」という用語はアクセスポイントま
たはアクセスポイントの対応するカバレッジエリアに言及することができ、ここにおいて
この場合のアクセスポイントは、たとえば、マクロネットワークアクセスポイントまたは
マクロセルの送信電力またはカバレッジエリアに比べて相対的に低い送信電力または相対
的に小さいカバレッジエリアを有する。たとえば、マクロセルは、これに限定されるもの
ではないが、半径数キロメートルのような相対的に大きな地理的エリアをカバーすること
ができる。対照的に、スモールセルは、これに限定されるものではないが、家庭、ビルデ
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ィングまたはビルディングのフロアのような相対的に小さな地理的エリアをカバーするこ
とができる。このため、スモールセルは、これに限定されないが、基地局（ＢＳ）、アク
セスポイント、フェムトノード、フェムトセル、ピコノード、マイクロノード、ノードＢ
、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ（ＨＮＢ）、またはホーム発展型ノードＢ
（ＨｅＮＢ）を含むことができる。それゆえ、ここで使用される「スモールセル」という
用語は、マクロセルに比べて相対的に低い送信電力および／または相対的に小さなカバレ
ッジエリアに言及することができる。
【０１０７】
　[00117]前述の説明は、当技術分野の当業者に、ここで記載された種々の側面を実施す
るのを可能にするために実行される。これらの態様への様々な修正は、当業者にとって容
易に明らかとなり、本明細書に定義された包括的な原理は、他の態様に適用されうる。こ
のことから、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるように意図されて
はいないが、特許請求の範囲の文言と一致する全範囲を付与されるべきであり、ここにお
いて、単数形での要素への言及は、そうであると具体的に記載されない限り、「１つおよ
び１つのみ」を意味するように意図されず、むしろ「１つまたは複数」を意味するように
意図される。そうでないと具体的に記載されない限り、「何らかの／いくつかの」という
用語は、１つ以上を指す。当業者に既知の、または後に周知となる、本開示を全体にわた
って説明された様々な態様の要素と構造的および機能的に同等な物はすべて、参照によっ
て本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるよう意図される。その上、
本明細書のどの開示も、そのような開示が特許請求の範囲中に明示的に記載されているか
どうかにかかわらず、公に献呈されるようには意図されていない。要素が「～のための手
段」という表現を使用して明記されていない限り、どの請求項の要素もミーンズプラスフ
ァンクションとして解釈されるべきではない。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　サービング基地局からターゲット基地局への２以上のモデムのハンドオーバ手続
きを管理する方法において、
　前記２以上のモデムの内の少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの測
定レポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信することと、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて前記２以上のモデムを前記サービング基地
局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするか否かを決定することと、
　前記２以上のモデムを前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバ
すると決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へそれぞれのハンド
オーバ手続きをトリガするように構成された測定レポートを前記サービング基地局へ送信
することを前記２以上のモデムの各々に示すことと、を備える方法。
[Ｃ２]　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデムを前記サービ
ング基地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするか否かを決定することは、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデム内のある数のモデム
がハンドオーバ状態にあると決定することと、および
　前記モデムの数がしきい値を超えるとき、前記２以上のモデムを前記サービング基地局
から前記ターゲット基地局へハンドオーバすると決定することと、を備える、Ｃ１の方法
。
[Ｃ３]　前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定レポ
ートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々に示すことは、
　モデムがハンドオーバ状態にあることを前記モデムの第１の測定レポートが示すとき、
前記第１の測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記モデムへ示すこと
と、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
が示すとき、前記サービング基地局へ第２の測定レポートを送信することを前記モデムに
示すことと、ここにおいて、前記第２の測定レポートは、前記サービング基地局から前記
ターゲット基地局へ前記モデムのハンドオーバ手続きをトリガするように構成される、を
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備える、Ｃ１の方法。
[Ｃ４]　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レ
ポートが示すとき、前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前
記測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々へ示
すことは、
　前記第２の測定レポートを前記モデムへ送信することをさらに備える、Ｃ３の方法。
[Ｃ５]
前記少なくとも１つの測定レポートを示す前記少なくとも１つのメッセージを受信するこ
とは、
　モデムから第１の測定レポートを受信することと、または、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にあるという表示を受信することと、の少なくとも
１つを備える、Ｃ１の方法。
[Ｃ６]　前記第１のモデムが前記測定レポートを前記サービング基地局に送信することに
応答して、前記サービング基地局から無線リソース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージを前
記１のモデムが受信したことを示す信号を、前記２以上のモデムの第１のモデムから受信
することと、
　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上の
モデムのハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定することと、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
ーバ手続きを開始すると決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ
それぞれのハンドオーバ手続きを開始することを前記２以上のモデムの各々に示すことと
、をさらに備える、Ｃ１の方法。
[Ｃ７]　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２
以上のモデムのハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定することは、
　前記信号を受信すると、タイマを開始することと、および
　前記タイマが満了すると、あるいは前記２以上のモデム内の各モデムから、前記サービ
ング基地局へのそれぞれの測定レポートを送信することに応答して各モデムがそれぞれの
ＲＲＣ再構成メッセージを受信したことを示すアクノレジメント信号を受信すると、前記
サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオーバ手
続きを開始するように決定することをさらに備える、Ｃ６の方法。
[Ｃ８]　前記ハンドオーバ手続きの各々は、
　ランダムアクセス手続きと、および
　ＲＲＣ接続セットアップ手続きと、を備える、Ｃ６の方法。
[Ｃ９]　前記２以上のモデムは、飛行機内に配置され、前記方法は、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
ーバ手続きを開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地
局へビームをステアリングすることを前記飛行機のアンテナシステムに通知することをさ
らに備えた、Ｃ６の方法。
[Ｃ１０]　サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムのハンドオーバ手続
きを管理する装置において、
　前記２以上のモデムの少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの測定レ
ポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信する手段と、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデムを前記サービング基
地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバするかどうかを決定する手段と、および
　前記２以上のモデムを前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へハンドオーバ
することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へそれぞれのハ
ンドオーバ手続きをトリガするように構成された測定レポートを前記サービング基地局に
送ることを前記２以上のモデムの各々に示す手段と、
　を備えた、装置。
[Ｃ１１]　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記サービング基地局から前記
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ターゲット基地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決定する手段は、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデム内のある数のモデム
がハンドオーバ状態にあると決定する手段と、
　前記モデムの数がしきい値を超えると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地
局へ前記２以上のモデムをハンドオーバすることを決定する手段と、を備える、Ｃ１０の
装置。
[Ｃ１２]　前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定レ
ポートを前記サービング基地局に送信することを前記２以上のモデムの各々に示す手段は
、
　あるモデムの第１の測定レポートが、前記モデムがハンドオーバ状態にあることを示す
とき、前記モデムに前記第１の測定レポートを前記サービング基地局に送信することを示
す手段と、
　前記モデムの前記第１の測定レポートが、前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないこ
とを示すとき、前記サービング基地局に第２の測定レポートを送信するように前記モデム
に示す手段と、ここにおいて、前記第２の測定レポートは、前記サービング基地局から前
記ターゲット基地局へ前記モデムのハンドオーバ手続きをトリガするように構成される、
を備える、Ｃ１０の装置。
[Ｃ１３]　前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定レ
ポートを前記サービング基地局に送信することを前記２以上のモデムの各々に示す手段は
、さらに、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
が示すとき、前記モデムに第２の測定レポートを送信する手段を備える、Ｃ１２の装置。
[Ｃ１４]　前記少なくとも１つの測定レポートを示す前記少なくとも１つのメッセージを
受信する手段は、
　モデムから第１の測定レポートを受信する手段と、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にあるという表示を受信する手段と、
　の少なくとも１つを備える、Ｃ１０の装置。
[Ｃ１５]　前記第１のモデムが前記測定レポートを前記サービング基地局へ送信すること
に応答して前記第１のモデムが前記サービング基地局から無線リソース制御（ＲＲＣ）再
構成メッセージを受信したことを示す信号を前記２以上のモデムの第１のモデムから受信
する手段と、
　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上の
モデムのハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定する手段と、および
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
ーバ手続きを開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地
局へそれぞれのハンドオーバ手続きを実行することを開始することを前記２以上のモデム
の各々に示す手段と、をさらに備える、Ｃ１０の装置。
[Ｃ１６]　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記
２以上のモデムの前記ハンドオーバ手続きを開始するかどうかを決定する手段は、
　前記信号を受信すると、タイマを開始する手段と、および
　前記タイマの満了時にあるいはそれぞれの測定レポートを前記サービング基地局に送信
することに応答して前記サービング基地局からそれぞれのＲＲＣ再構成メッセージを各モ
デムが受信したことを示すアクノレジメント信号を前記２以上のモデム内の各モデムから
受信すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前
記ハンドオーバ手続きを開始すること決定する手段と、をさらに備えるＣ１５の装置。
[Ｃ１７]　前記ハンドオーバ手続の各々は、
　ランダムアクセス手続きと、および
　ＲＲＣ接続セットアップ手続きと、を備える、Ｃ１５の装置。
[Ｃ１８]　前記２以上のモデムは飛行機内に配置され、前記装置はさらに、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
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ーバ手続を開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局
へビームをステアリングするように前記飛行機のアンテナシステムに通知する手段を備え
る、Ｃ１５の装置。
[Ｃ１９]　サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムのハンドオーバ手続
を管理する装置において、
　前記２以上のモデムの少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの測定レ
ポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信するように構成されたハンドオーバ管理
コンポーネントと、
　　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲ
ット基地局へハンドオーバするかどうかを決定するように構成されたハンドオーバ決定コ
ンポーネントと、を備え、
　前記ハンドオーバ決定コンポーネントはさらに、前記サービング基地局から前記ターゲ
ット基地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバすると決定すると、前記サービング基地
局から前記ターゲット基地局へそれぞれのハンドオーバ手続をトリガするように構成され
た測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々へ示
すように構成される、装置。
[Ｃ２０]　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記サービング基地局から前記
ターゲット基地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決定するために、
前記ハンドオーバ決定コンポーネントは、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデム内のある数のモデム
がハンドオーバ状態にあると決定し、
　前記モデムの数がしきい値を超えると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地
局へ前記２以上のモデムをハンドオーバすることを決定する、ように構成される、Ｃ１９
の装置。
[Ｃ２１]　前記それぞれのハンドオーバ手続きをトリガするように構成された前記測定レ
ポートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々に示すために
、前記ハンドオーバ決定コンポーネントは、
　前記モデムがハンドオーバ状態にあることをモデムの第１の測定レポートが示すとき、
前記サービング基地局へ前記第１の測定レポートを送信することを前記モデムに示し、
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
が示すとき、前記サービング基地局へ第２の測定レポートを送信することを前記モデムに
示す、ここにおいて、前記第２の測定レポートは前記サービング基地局から前記ターゲッ
ト基地局へ前記モデムのハンドオーバ手続をトリガするように構成される、ように構成さ
れる、Ｃ１９の装置。
[Ｃ２２]　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定
レポートが示すとき、前記それぞれのハンドオーバ手続をトリガするように構成された前
記測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記２以上のモデムの各々へ示
すことは、さらに、前記第２の測定レポートを前記モデムに送信するように構成される、
Ｃ２１の装置。
[Ｃ２３]　前記少なくとも１つの測定レポートを示す前記少なくとも１つのメッセージを
受信するために、前記ハンドオーバ管理コンポーネントは、
　モデムから第１の測定レポートを受信すること、または
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にあるという表示を受信すること、の少なくとも１
つを実行するように構成される、Ｃ１９の装置。
[Ｃ２４]　前記第１のモデムが前記測定レポートを前記サービング基地局へ送信すること
に応答して前記サービング基地局から無線リソース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージを受
信したことを示す信号を前記２以上のモデムの第１のモデムから受信し、
　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上の
モデムのハンドオーバ手続を開始するかどうかを決定し、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
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ーバ手続を開始すると決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へそ
れぞれのハンドオーバ手続を実行することを開始することを前記２以上のモデムの各々に
示す、ように構成されたハンドオーバ手続開始コンポーネントをさらに備えた、Ｃ１９の
装置。
[Ｃ２５]　前記信号に基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記
２以上のモデムの前記ハンドオーバ手続を開始するかどうかを決定するために、前記ハン
ドオーバ手続開始コンポーネンントはさらに、
　前記信号を受信すると、タイマを開始し、および
　前記タイマの満了時、あるいは前記サービング基地局へそれぞれの測定レポートを送信
することに応答して前記サービング基地局からそれぞれのＲＲＣ再構成メッセージを各モ
デムが受信したことを示すアクノレジメント信号を前記２以上の各モデムから受信すると
、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
ーバ手続を開始することを決定する、ようにさらに構成されたＣ２４の装置。
[Ｃ２６]　前記ハンドオーバ手続の各々は、
　ランダムアクセス手続きと、および
　ＲＲＣ接続セットアップ手続きと、
　を備える、Ｃ２４の装置。
[Ｃ２７]　前記２以上のモデムは、飛行機内に配置され、前記ハンドオーバ手続開始コン
ポーネントはさらに、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムの前記ハンドオ
ーバ手続を開始することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局
へビームをステアリングすることを前記飛行機のアンテナシステムに通知するようさらに
構成された、Ｃ２４の装置。
[Ｃ２８]　サービング基地局からターゲット基地局へ２以上のモデムのハンドオーバ手続
を管理するためにプロセッサにより実行可能な非一時的コンピュータ可読媒体において、
　前記２以上のモデムの少なくとも１つのモデムから無線状態の少なくとも１つの測定レ
ポートを示す少なくとも１つのメッセージを受信するためのコードと、
　　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記サービング基地局から前記ターゲ
ット基　地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決定するためのコード
と、
　前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバ
することを決定すると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地局へそれぞれのハ
ンドオーバ手続をトリガするように構成された測定レポートを前記サービング基地局へ送
信することを前記２以上のモデムの各々に示すためのコードと、を備えた、非一時的コン
ピュータ可読媒体。
[Ｃ２９]　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記サービング基地局から前記
ターゲット基地局へ前記２以上のモデムをハンドオーバするかどうかを決定するためのコ
ードは、
　前記少なくとも１つのメッセージに基づいて、前記２以上のモデム内のある数のモデム
がハンドオーバ状態にあると決定するためのコードと、および
　前記モデムの数がしきい値を超えると、前記サービング基地局から前記ターゲット基地
局へ前記２以上のモデムをハンドオーバすることを決定するためのコードと、を備えた、
Ｃ２８のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ３０]　前記それぞれのハンドオーバ手続をトリガするように構成された前記測定レポ
ートを前記サービング基地局に送信することを前記２以上のモデムの各々に示すためのコ
ードは、
　前記モデムがハンドオーバ状態にあることをあるモデムの第１の測定レポートが示すと
、前記第１の測定レポートを前記サービング基地局へ送信することを前記モデムに示すた
めのコードと、および
　前記モデムが前記ハンドオーバ状態にないことを前記モデムの前記第１の測定レポート
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が示すとき、前記サービング基地局に第２の測定レポートを送信することを前記モデムに
示すためのコードと、ここにおいて、前記第２の測定レポートは、前記サービング基地局
から前記ターゲット基地局へ前記モデムのハンドオーバ手続をトリガするように構成され
る、を備える、Ｃ２８のコンピュータ可読媒体。
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